
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

令和６年度 

新型コロナ予防接種 

インフルエンザ予防接種 
のご案内 

 

 詳しくは内面をご覧ください→→→ 

  

令和６年度から、新型コロナワクチンは以下のように変更されます。 
 

 R6 年度から R5 年度まで 

法律上の位置づけ 定期接種（B 類疾病）＊ 特例臨時接種 

対象者 
65 歳以上の高齢者 
及び一定の障害を有する者 

生後 6 月以上の者 

個別のご案内 

（接種券の送付） 
なし あり 

接種料金 原則、自己負担あり 無料 

 

≪＊定期接種”B 類疾病“とは？≫ 

◇個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施 

される予防接種です。 

※接種の努力義務はありません。 
 

◇B 類疾病には、新型コロナウイルス感染症（Ｒ6～）、高齢者の季節性インフルエ 

ンザ、高齢者肺炎球菌があります。 

 

重要なお知らせ 



 

 

 

 

令和 6 年度より、新型コロナワクチンは定期接種（B 類疾病）に位置付けられました。 

下記の通り集団接種を実施しますので、接種を希望される方は、必ず事前に予約をしてから接種 

されますようお願いいたします。 
 

 

定期接種対象者： 

①接種日時点で６５歳以上の方 

 ②接種日時点で６０～６４歳の方で、心臓や腎臓、呼吸器機能、ヒト免疫不全 

ウイルスによる免疫機能等に障害があるなど、厚生労働省令で定められてい 

る方（身障手帳１級相当） 
 

※上記の対象者以外の方が新型コロナワクチン接種を受ける場合（任意接種）は、任意の医療機関にて 

接種が可能かご相談ください。 
 

接 種 料 金 ：３,３００円 ※生活保護受給者は無料 

 

新型コロナワクチン集団接種 日時・場所：   

 

 接種会場 実施日 受付時間 

集 

団 

接 

種 

総合福祉センター大集会室 

①10 月 24 日（木） 

14：00～16：00 ②11 月 ７日（木） 

③12 月 19 日（木）中止 
※上記の集団接種の他、令和７年１月にあつまクリニックでの個別接種を実施予定です。 

詳細は 11 月頃を目途に改めて周知いたします。  

※開始直後の時間は大変混雑することが予想されます。必ず指定された時間を 

守ってお越しください。なお、開始前（14:00 前）にはご入場できません。 
 
 

予約受付開始：１０月１日（火） ９：００ から 
 

予約方法：以下のいずれかの方法で予約してください。 
 

◆☎電     話（予約専用ダイヤル／あつまクリニック診療時間内のみ受付） 

０９０-５６９３-７１０８ 又は ０７０-４２２０-４３３１  
  

◆🏠あつまクリニック受付窓口へ直接予約 

 

◆📱ネット予約…あつまクリニックホームページから予約できます 
 

 

 

 

＊待ち時間を減らすため、あつまクリニックにて問診票を事前に配布します。必ず必要事項を記入して来場ください。 

 
【その他注意点】 

※ワクチンが無くなり次第、予約を締め切らせていただく場合がありますので、ご了承願います（使用する 

ワクチンは流通・入荷状況によって変わります）。 
 

※町外の医療機関で接種をお考えの場合、新型コロナワクチンの接種が可能かどうかは各医療機関にお問い 

合わせください。また、町外で接種された助成対象者には、償還払いを実施します（詳細は裏面をご確認 

ください）。 

あつまクリニック 

ホームページは 

こちら→→→ 

重要① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナワクチン・インフルエンザワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチンを 

町外の医療機関で接種した場合、 

町の助成対象者には助成額を償還払いします 
 

医療機関に支払った接種費用に対して、以下の町助成額を上限額として助成（償還払い）します。 

ご希望の方は期限内に申請を済ませますよう、お願いします。 

  

≪助成上限額≫ 

 

 

新型コロナ 

ワクチン 

インフルエンザ 

ワクチン 

高齢者肺炎球菌 

ワクチン 

助

成

上

限

額 

満 1 歳～ 

12 歳(小学 6 年生) 
対象外 1,650 円／回 

(生活保護受給世帯 2,200 円) 
 

満 65 歳以上 

及び 

60～64 歳で障

害を有する方※1 

12,000 円 
(生活保護受給世帯 15,300 円) 

2,200 円 
(生活保護受給世帯 3,200 円) 

3,190 円 
(生活保護受給世帯 6,040 円) 

※１：心臓や腎臓、呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能等に障害があるなど、厚生労働省令で定め 

られている方（身障手帳１級相当） 

 

≪申請先≫ 

役場住民課 健康推進グループ（総合ケアセンターゆくり内）または上厚真支所 

 

≪申請に必要な物≫  

①申請書（役場窓口にあります） 

②予防接種の内容、接種者、接種日、接種費用がわかる領収書 

   （領収書に記載の無い場合は、接種医療機関に記載を依頼するか、予診票のコピーを 

もらうなどしてください） 

③通帳等（振込先口座がわかるもの） 

 

≪注意点≫ 

新型コロナとインフルエンザワクチンは、令和６年１０月１日～令和７年１月３１日までに接種した 

ものに限ります。 

 

≪申請締め切り≫  

令和 ７年 ３月２４日（月）まで 

※締め切り以降の申請は受け付けられませんので、接種後は早めに申請いただくよう、お願い 

します。 

 

あつまクリニック（予約専用ダイヤル） 

TEL：０９０-５６９３-７１０８ ／ ０７０-４２２０-４３３１ 

 

厚真町住民課 健康推進グループ 

TEL：0145-26-7871 

【予約に関するお問い合わせ】 【ワクチンや助成に関するお問い合わせ】 


